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一 

昭
和
四
十
七
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
日
中
共
同
声
明
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法 

政
府
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
」
と
し
て
、
台
湾
は
中
国
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
そ
の
第
三
項
と
も
関
連
し
て
「
二
つ
の
中
国
」
「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 
こ
の
こ
と
は
、
第
七
十
二
回
国
会
、
三
月
五
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
私
の
質
問
に
対
し
て
、
外

務
省
・
中
江
参
事
官
か
ら
「
日
中
国
交
正
常
化
が
一
昨
年
の
九
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
際
に
、
日
本
政
府
の

対
中
国
観
と
い
い
ま
す
か
、
中
国
に
対
す
る
態
度
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
つ
た
か
…
…
関
係
部
門
に
徹
底
い
た
し

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
…
…
。
」
と
答
弁
さ
れ
た
。 

私
の
質
問
に
関
連
し
て
、
藤
尾
議
員
の
逆
の
立
場
か
ら
の
質
問
が
あ
り
、
中
江
参
事
官
の
「
台
湾
帰
属
未
定 

教
科
書
に
現
れ
た
「
二
つ
の
中
国
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

当
時
使
用
さ
れ
た
教
科
書
や
地
図
に
、
「
二
つ
の
中
国
」
「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
が
残
つ
て
い
る
で
は

な
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
外
務
省
（
中
江
参
事
官
）
か
ら
は
、
三
月
五
日
の
内
閣
委
員
会
で
、
前
出
の

よ
う
な
答
弁
が
あ
り
、
文
部
省
か
ら
は
（
文
部
大
臣
・
岩
間
初
中
局
長
）
、
同
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分

科
会
で
「
即
刻
訂
正
」
「
十
分
善
処
」
「
新
年
度
か
ら
の
教
科
書
に
つ
き
ま
し
て
は
新
し
い
記
述
で
編
集
さ
れ
ま
す

よ
う
強
力
に
指
導
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
言
明
さ
れ
た
。 

1 

日
本
書
籍
発
行
、
小
学
社
会
六
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
日
文
部
省
検
定
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
二
十
五 

論
」
に
基
づ
く
答
弁
が
あ
つ
た
の
で
、
四
月
二
十
六
日
大
平
外
務
大
臣
の
明
確
な
答
弁
を
重
ね
て
お
願
い
し
た

次
第
で
あ
る
。 

し
か
る
に
、
昭
和
四
十
九
年
度
、
小
・
中
・
高
校
教
科
書
の
中
に
、
日
中
共
同
声
明
の
原
則
を
否
定
し
、 

 
 

「
二
つ
の
中
国
」
な
い
し
「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
の
思
想
を
も
つ
た
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
沢

山
あ
る
。
以
下
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
。 

四 

 



 

3 

中
学
・
地
理
教
科
書
（
昭
和
四
十
九
年
発
行
） 

2 

清
水
書
院
発
行
「
日
本
の
歴
史
と
世
界
」
中
学
日
本
史
教
科
書
（
昭
和
四
十
九
年
二
月
二
十
五
日
第
三
版
発

行
） 

(1) 

日
本
書
籍
発
行
「
中
学
社
会
＝
地
理
的
分
野
」 

日
発
行
「
日
本
の
あ
ゆ
み
」
の
中
で
、
「
中
国
で
は
国
内
で
の
抗
争
の
す
え
、
中
華
人
民
共
和
国
が
生
ま
れ
、

中
華
民
国
は
台
湾
に
移
り
、
ア
メ
リ
カ
と
結
び
ま
し
た
。
」
と
記
述
し
「
二
つ
の
中
国
」
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、

こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
経
緯
（
我
が
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
国
交
の
な
か
つ
た
こ
と
）
を
隠
ぺ
い
し
、
日
中

共
同
声
明
の
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。 

同
教
科
書
第
十
章
「
新
し
い
日
本
と
世
界
」
の
最
終
項
に
「
中
華
人
民
共
和
国
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
と
の
間
に
は
、
正
式
な
国
交
が
開
か
れ
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
、
中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
回
復
を
否
定

す
る
記
述
を
行
つ
て
い
る
。 

五 

 



 

4 

高
校
・
日
本
史
教
科
書
（
い
ず
れ
も
昭
和
四
十
九
年
発
行
） 

(2) 

自
由
書
房
発
行
「
日
本
史
改
訂
版
」 

(1) 

山
川
出
版
発
行
「
日
本
史
」 

(2) 

帝
国
書
院
発
行
「
中
学
社
会
科
＝
地
理
」
の
中
に
、
中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
の
記
述
の
外
に
、
モ
ン

ゴ
ル
人
民
共
和
国
な
ど
と
同
列
に
台
湾
を
置
い
て
、
「
国
民
政
府
が
支
配
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
「
一
つ
の
中

国
と
一
つ
の
台
湾
」
の
立
場
を
と
り
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。 

こ
の
教
科
書
の
中
で
、
首
都
、
面
積
、
人
口
、
人
口
密
度
、
産
業
別
人
口
の
統
計
表
を
載
せ
、
中
華
人

民
共
和
国
と
並
列
に
中
華
民
国
を
表
示
し
て
い
る
。 

日
中
共
同
声
明
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
日
中
国
交
に
つ
い
て
は
巻
末
の
年
表
に
〝
日
中

復
交
〟
の
四
字
が
あ
る
の
み
。 

山
川
出
版
発
行
「
精
撰
日
本
史
」 

六 

 



 

三 

以
上
の
経
緯
、
事
実
に
基
づ
い
て
改
め
て
次
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

1 

日
中
共
同
声
明
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
こ
の
七
月
ま
で
に
一
年
十
か
月
を
経
過
し
て
い
る
。
第
七
十
二
回
国

会
答
弁
で
は
、「
新
年
度
（
昭
和
四
十
九
年
度
）
か
ら
の
教
科
書
は
、
正
し
い
記
述
の
教
科
書
が
子
供
た
ち
の

手
に
渡
る
」
よ
う
「
強
力
に
指
導
」
し
て
い
る
と
言
明
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
八
年
度
の
教

科
書
と
同
じ
よ
う
な
記
述
内
容
と
な
つ
た
理
由
は
何
か
。
ど
の
よ
う
な
「
強
力
な
指
導
」
が
な
さ
れ
た
の
か
明 

5 
高
校
世
界
史
（
い
ず
れ
も
昭
和
四
十
九
年
発
行
） 

(3) 

清
水
書
院
発
行
「
世
界
史
」 

(2) 

学
校
図
書
発
行
「
世
界
史
」 

(1) 

帝
国
書
院
発
行
「
新
世
界
史
」 

右
の
い
ず
れ
の
教
科
書
も
、
日
中
国
交
回
復
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。 

い
ず
れ
も
日
中
共
同
声
明
に
つ
い
て
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

七 

 



 

 

八 

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
日
中
共
同
声
明
に
矛
盾
し
、
「
二
つ
の
中
国
」
な
い
し
「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
を
意
味
す
る
内
容
を

持
つ
こ
の
よ
う
な
教
科
書
が
、
文
部
省
の
検
定
を
通
過
し
、
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
理

由
に
よ
る
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

か
く
の
ご
と
く
、
「
二
つ
の
中
国
」
「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
の
考
え
に
基
づ
く
教
科
書
が
検
定
を
通

過
し
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
、
政
府
の
中
に
「
台
湾
帰
属
未
定
論
」
が
あ
り
、
文
部
省
の
中
に
も

「
二
つ
の
中
国
」「
一
つ
の
中
国
と
一
つ
の
台
湾
」
的
思
想
、
意
識
が
根
強
く
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
、
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


